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介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
ケ
ア
プ
ラ

ン
）
が
必
要
で
す
。

◆
要
支
援
１
・
２
の
方

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
委
託
さ
れ
た
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
で
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
を
作
成
し
ま
す
。

◆
要
介
護
１
～
５
の
方

　

介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
）
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成

を
依
頼
し
ま
す
。ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

は
本
人
や
家
族
と
話
し
合
い
な
が

ら
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

ケ
ア
プ
ラ
ン
が
作
成
さ
れ
る
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
者
と
契

約
し
、ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
の
利
用
者
の
負
担
は
、
原
則
、

サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
割
で
す
。

⑴
居
宅
サ
ー
ビ
ス

　

居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
は
「
訪
問
介

護
」、「
訪
問
看
護
」
な
ど
の
自
宅

で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
も
の
や

「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」、

「
通
所
介
護（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）」
な

ど
の
施
設
に
行
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
受
け
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

や
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
な
ど

の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
福
祉
用
具
の
貸
与

や
住
宅
改
修
費
用
の
支
給
な
ど
も

あ
り
ま
す
。

⑵
施
設
サ
ー
ビ
ス

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
に
は
介
護
老
人

福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
が
あ
り
ま

す
。
利
用
者
負
担
額（
利
用
料
）と
、

居
住
費
・
食
費
・
日
常
生
活
費
の

合
計
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

⑶
利
用
者
負
担
の
軽
減
制
度

○
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費　

　

１
か
月
の
利
用
者
負
担
の
合
計

額
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

○�

高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ

　

ス
費

　

同
じ
医
療
保
険
の
世
帯
内
で
、

毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の

医
療
と
介
護
を
合
わ
せ
た
自
己
負

担
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
（
短
期
入
所
を

含
む
）
を
利
用
す
る
際
の
居
住

費
・
食
費
に
つ
い
て
、
低
所
得
者

の
方
に
自
己
負
担
の
限
度
額
を
設

け
て
い
ま
す
。

○
利
用
者
負
担
助
成
制
度　

　

市
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い
る
低
所
得
者
の
経
済
的

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的

　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
皆
さ
ん
が
加
入
者
と
な
り
、
保
険
料
を
負
担
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

制
度
で
す
。
65
歳
以
上
の
方
を
第
１
号
被
保
険
者
、
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
を
第
２
号
被
保
険
者
と
い
い
ま

す
。
介
護
保
険
を
利
用
す
る
と
き
は
、
市
が
行
う
「
要
介
護
認
定
」
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

要
介
護
認
定
に
関
す
る
こ
と
…
介
護
福
祉
課
介
護
認
定
係
（
内
線
３
２
６
８
）／
各
総
合
支
所
福
祉

　
　
　
　

課
（
菖
蒲
・
１
５
０
／
栗
橋
・
２
３
３
／
鷲
宮
・
１
７
４
）

　
　
　
　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
こ
と
…
介
護
福
祉
課
保
険
料
・
給
付
係
（
内
線
３
２
６
６
）

　
　
　
　

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
こ
と
…
介
護
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係（
内
線
３
２
６
４
）／
各
総
合

　
　
　
　

支
所
福
祉
課
（
菖
蒲
・
内
線
１
５
１
／
栗
橋
・
２
３
５
／
鷲
宮
・
１
７
５
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「要介護認定」申請から結果通知までの流れ

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

た
め
に
は

①「要介護認定」の申請をする
　申請場所：�介護福祉課・各総合支所福祉課・各地域包括支援セン
　　　　　　ター等
　※申請は本人以外のご家族でもできます。

➡
②「訪問調査」を行います
　�　市の調査員が心身の状態や日中の生活、医療に関することなどの
聞き取り調査を行います。

➡
③審査・判定を行います
　�　訪問調査の結果と、市から直接主治医に依頼して傷病や心身の状
態を記載した主治医意見書をもとに、コンピューターによる１次判
定を行います。さらに、その結果と主治医意見書などをもとに、専
門家で構成する介護認定審査会で、要介護度を判定します。

➡
④認定結果が届きます
　�　認定結果通知書と要介護度を記載した保険証が届きます。最初の
認定期間は原則６か月で、その後は更新申請を行います。更新の認
定期間は３か月から24か月で状態により決まります。心身の状態
が悪化した場合は、随時、区分の変更申請ができます。認定結果は
原則申請から30日以内に通知しますが、事情により30日を超える新
規・区分変更申請者の方には、その旨を郵送でお知らせします。

➡　　　➡　　　➡
非該当　　　　　　　　　要支援　　　　　　　　　要介護　　　　　　　　　　　　　��　1・2　　　　　　　��1・2・3・4・5


